
条例第５条

条例第８条 条例第9条 条例第１０条

実態調査 →
管理義務
者の特定

→
特定空家
に認定

助言及び
指導

→ 勧 告 →
命令前の
意見聴取

→ 命令・公表 → 代執行 → 過　料

法第９条 条例第７条 法第１４条 法第１４条 法第１４条 法第１４条 法第１４条 法第１６条

「維持管理不全」のものを
対象とする

【管理が 不 全 】

【管理が 適 正 】

見附市特定空家等の適正管理に関する条例　スキーム図（令和3年4月1日施行）

条例第2条

緊急安全
措置

関係機関
との連携

管理人の
選任

建
物
等
そ
の
他
の
工
作
物

・有人（居住または使用している）

・定期的に人が出入りしている

・常時無人である

・長期間の使用実態がない

条例対象外

「空家等」と呼ぶ 維持・管理状態の確認

法及び条例の対象

市
民
等
か
ら
の
通
報


